
項番 契約日 件名
工期末

（履行期限）
契約の相手方 契約金額（円） 指定理由 根拠法令 担当課

1 2月16日
曳舟文化センター２階レクリエー
ションホール内装改修工事

令和5年3月31日
坂田建設株式会社　東
京支店

2,563,000

　本件については、指名競争入札を行った結果、全
者辞退（３者不参）により応札者がいなかった。
　本件の工事箇所は、区民等への貸出により非常に
利用率が高く、工事期間が限定されていることから
綿密な施工計画が必要となり、着工前に工事受注者
との調整期間を要するため、再度競争入札を行う日
程的余裕がない。
　このため、令和３年度に本施設大規模改修工事を
受注した指定事業者と協議を行ったところ、限られ
た工事期間内で施工完了が可能であり、かつ、予算
額内の金額で契約を締結できる意向が示された。
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